
国からの医療計画作成指針の通知（29年4月発出）

本県における新たな医療計画見直しの基本方針・構成決定

専門家を交えた協議会に

おける協議（５疾病５事業、

地域保険医療推進協議会

等）

医療計画案作成（分野ごと

の担当課が原稿作成）

知事の諮問を受け医療審議会で検討、

知事へ答申

医療審議会計画部会での検討

検討・修正

知事決裁・医療計画策定

医療計画見直しの枠組み

現行計画の評価 保健医療の現況把握

指標の達成状況の把握 受療動向調査・医療機能調査

集計・分析結果

議論のベースと

して活用

国から提供される

指標に関するデータ

※上記以外の調査、データについて

は各課で検討

医療計画見直しワーキンググループにおける検討
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